
米子市社会人スキルアップ・再就職支援補助金

米子市では、在職者のスキルアップ及び離職者の再就職を促進するため、職業能力の開発及び向上に
必要な講座等の受講に係る経費を補助します。※予算の上限額に達し次第、受付は終了します。

教育訓練講座等
の受講にかかる
費用の

※１人最大５万円限度

◆本市に住所を有する社会人の方（15歳以上
で学生又は生徒でない方。公務員除く。）

補助金の対象者

◆対象講座：職業訓練講座(ビジネスパソコン講
習、建築CAD講習等)、一般教育訓練講座など

◆対象経費：入学料、受講料、教材費、その他
市長が必要と認める費用の合計額
※他の補助金等がある場合は、差し引きます。

対象となる講座と経費

《お問合せ》 米子市経済部経済戦略課 〒683-0067 米子市東町161-2
☎：0859-23-5224 / ✉：keizai@city.yonago.lg.jp 

個人向け

補助金の手続き
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補助金に関する
市ホームページ

一般教育訓練
講座一覧

※交付決定前の支払い分は対象外なので注意してください。

※受講される講座の合否が分かる前でも申請を受け付けますので、お気軽にご相談ください


